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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2016年８月23日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがございましたので、これを訂正するため

金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正箇所】

（注）訂正箇所は、　　　　　罫で示してあります。

（訂正前）

（２）当該事象の内容

　当社の完全子会社であるSB CHINA HOLDINGS PTE LTD（以下「SB China」）が、2016年８月22日、剰余金の配当につ

いて決定いたしました。

　配当金総額：2,372,865百万円

　効力発生日：2016年８月22日

 

（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該配当の効力発生日に、当社は2017年３月期の個別決算において、2,372,865百万円を受取配当金として営業外収

益に計上する見込みです。当該配当は子会社からの配当であるため、連結決算においては、税引前利益に影響を与え

ません。

　なお、当該配当は、外国子会社からの配当のため、外国子会社配当益金不算入制度の対象となります。

 

（訂正後）

（２）当該事象の内容

　当社の完全子会社であるSB CHINA HOLDINGS PTE LTD（以下「SB China」）が、2016年８月22日、剰余金の配当につ

いて決定いたしました。

　配当金総額：2,372,956百万円

　効力発生日：2016年８月22日

 

（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該配当の効力発生日に、当社は2017年３月期の個別決算において、2,372,956百万円を受取配当金として営業外収

益に計上する見込みです。当該配当は子会社からの配当であるため、連結決算においては、税引前利益に影響を与え

ません。

　なお、当該配当は、外国子会社からの配当のため、外国子会社配当益金不算入制度の対象となります。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　

EDINET提出書類

ソフトバンクグループ株式会社(E02778)

訂正臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１臨時報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正箇所

